
 建設工事完成検査結果通知要領の一部改正について(通知)
技術基準の種類:設計・施工
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管第５６７号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１５年６月１８日

　 
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県土整備部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）
　
　
　　　建設工事完成検査結果通知要領の一部改正について(通知)
　
　
　このことについては、平成１１年１０月１９日付管第４６１号で要領を定
め、工事完成検査結果を請負者に通知することとし、平成１１年１１月１日
以降に実施される工事完成検査から適用しているところです。
　この度、県の組織改正及び鳥取県建設工事検査規程等の運用の一部改正等
により、同様要領を下記のとおり一部改正し、平成１５年７月１日以降に実
施される工事完成検査から適用することとしましたので通知します。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　記
　

　
　
　
　
　



　　　　　　建設工事完成検査結果通知要領
　
１　目的
　　この要領は、県土整備部(各総合事務所県土整備局を含む)の発注する建
　設工事の工事完成検査について、鳥取県建設工事執行規則第５２条第４
　項の規定により、完成検査結果を請負者に通知するに際して、事務手続
　きの詳細事項を定めるものであり、このことにより、検査の透明性を確
　保するとともに、請負者の技術力の向上を図るものである。
　
２　対象工事
　　鳥取県建設工事執行規則第１条の｢県又は知事が行なう建設業法第２条
　第１項に規定するもの｣で、完成検査が完了したもの。ただし、鳥取県建
　設工事執行規則第６条の規定により請負契約書の作成が省略された工事
　を除く。
　
３　完成検査結果の通知
　(１)通知 (様式‐１)
　　　関係機関の長は、工事検査室又は各工事検査出張所から完成検査復
　　命書の副本の送付を受けた後は、当該工事の請負者に完成検査の結果
　　を速やかに通知するものとする。
　　（関係機関の長：知事契約に係るものは知事、地方機関の長契約に係
　　　　　　　　　　るものは当該地方機関の長）
　(２)通知内容
　　　完成検査の成績（合否、工事成績、評定点合計）
　　（工事完成検査復命書の副本の一部について写しを添付する。）
　
４　説明の請求（様式‐２見本）
　　上記３により通知を受けた請負者が通知内容に疑問がある場合は、通
　知の受取日の翌日より起算して１４日（休日を含む。）以内に、書面をも
　って関係機関の長に説明を求めることができる。
　
５　説明請求に対する回答（様式‐３、様式‐４）
　　上記４により説明請求がなされた場合は、工事検査室又は各工事検査
　出張所で工事成績説明書を作成し、工事検査室長又は各工事検査出張所
　長が速やかに回答を行うものとする。
　
６　附則
　　この要領は、平成１１年１１月１日から適用する。
　　この一部改正は、平成１５年７月１日以降に実施される工事完成検査
　から適用する。
　
　
　
　
　



　
　
　



　

　
　
　
　



　
　
　
　



　
　
　
　



　
　
　
　




